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滞在施術業務届出書留意事項 

 

 大阪市外の施術者が、大阪市内の旅館等に短期間滞在してあんま指圧マッサージ・はり・きゅう

施術を行う場合の届出です。 

１ 届出者 

○ フリガナがもれていないこと。 

○ 住所は住居表示どおりになっていること。 

 

２ 業務の種類 

○ 該当する業務の□欄にチェックをして下さい。併せて「目が見えない者」欄に該当する方は

チェックをして下さい。 

 

３ 施術を行う場所 

○ 施設の名称を正確に記入していること。また、住居表示どおりになっていること。 

 

４ 施術を行う期間 

 ○ 施術の開始以前に届けること。（遅れた場合は、遅延理由書が必要です。） 

 

５ 施術に用いる器具および消毒器具の概要 

 ○ 施術に用いる器具の消毒設備、手指等の消毒の方法が記載されていること。 

 

◎添付書類 

１ 業務に従事する施術者の免許証の写し 

○ 免許証の写しは原本との照合が必要です。 

○ 新規免許申請中で免許証が未交付の施術者については、登録済証明書（原本照合必要）を

免許証の代わりに添付するものとしますが、免許が本人に交付された後に、再度、免許証の

写し（原本照合必要）の提出が必要です。 

 

２ 業務に従事する施術者の本人確認書類（運転免許証等）の写し 

○ 本人確認書類の写しは、運転免許証のほか、パスポート、マイナンバーカード（顔写真の

ある表面のみ）、厚生労働大臣免許保有証および、氏名、住所、生年月日が確認される書類

などでも可とします。（いずれも原本照合必要） 

 

３ 滞在施設の平面図および周囲の見取り図 

○ 平面図には、寸法（内法）が記載されていること。 

○ 施術場所が正確にわかり、その図にもとづいて容易に施設まで行くことができる地図であ

ること。 


